
第６８号

熊本県警察

意外と知らない交通違反

横断歩行者等妨害等

交差点右左折方法違反

泥はね運転の禁止

★横断歩行者等がいる場合は

一時停止

道路交通法３８条

違反点・・・２点
反則金・・・大型12,000円 普通9,000円

二輪7,000円 原付6,000円

道路交通法３４条

★右折は、道路の中央に寄って

交差点の中心の
直近の内側を徐行
違反点・・・１点
反則金・・・大型6,000円 普通4,000円

二輪4,000円 原付3,000円

道路交通法７１条

★泥土、汚水などを飛散させて他人に

迷惑をかけない
違反点・・・なし
反則金・・・大型7,000円 普通6,000円

二輪6,000円 原付5,000円
信号機などで交通整理が
行われている多通行帯交差点では
原付は二段階右折！！
※標識で規制されている場合を除く。


